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マイナ保険証と医療法改定案

よしだ内科クリニック
吉田　章

マイナ保険証

　まず、下の図を見てください。

　国会に提出された、医療法等の一部を改

正する法律案（１）の概要を示した資料の一

部です。

　ここには今政府が進めている電子カルテ

サービスが普及した暁にできるようになる

ことが列挙されています。診療で発生する

患者さんに関する情報（健診結果報告書、

診療情報提供書、退院時サマリー（以上３

文書）や傷病名、薬剤アレルギー等、その
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他アレルギー等、感染症、検査、処方（以

上６情報）を全国の医療機関で共有化しよ

うというものです。

　注目すべきは、情報を提供する主体であ

る患者さんの同意取得は不要とすると書い

てあることです。他の医療機関で閲覧する

際は患者の同意が必要とはされていますが、

患者さんは自分の知らないところで自分の

情報を共有化されてしまうことになりかね

ません。

　さらに、上の図を見てください。これは

先ほどの資料の続きですが、医療機関から

集められた患者さんの診療情報は、医療機

関や患者さんが利用するだけでなく、公的

DB（データベース）として医学・医療分野
の研究開発等において利用することが計画

されているのです。

　今までも、公的DBでは匿名化情報の利
用・提供がなされてきましたが、匿名化情

報では精緻な分析や長期の追跡ができない

という難点があったとのこと。それを解決

するための改正ですが、匿名化（又は仮名

化）しての利用は同じなので何が以前と違

うのでしょうか。

　今度のDBは医療機関から直接収集され
たデータである事は別にして、匿名化して

も精緻、長期の分析、追跡を可能になるの

はマイナ保険証の登場によります。という

のは、マイナ保険証によって個人の診療情

報とマイナンバーが連結されたことで、匿

名化してもマイナンバーが付いているため、

個人の診療情報の連続的な利用が可能にな

ったのです。

　一方、このDBの情報は匿名化したうえ
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で、医療機関以外の大学や研究機関、更に

は民間企業にも提供し利用することが法案

に盛り込まれています。

　すなわち、今回の医療法等の一部改正案

は、医療機関で発生した患者さんの診療情

報が本人の同意もなく収集され、DBとして
医療機関だけでなく、研究機関、さらには

民間企業にまで利用される道を作ることを

めざしています。

　患者さんの診療情報の取扱いについて

は、ヒポクラテスの誓いがあるように古来、

医師の守秘義務として厳しく慎重に扱うこ

とが要求されてきましたし、それは社会全

体のコンセンサスになっていると言ってよ

いでしょう。

　医学研究に関しても、世界医師会による

ヘルシンキ宣言や日本医師会の倫理綱領に

もあるように、研究に参加する患者に対し

ては、十分な説明をしたうえで同意をとる

ことが必須とされています。その大原則を

今回の改正案は根底からくつがえそうとし

ているのです。これが患者さんのプライバ

シー侵害につながる恐れは大きいのではな

いでしょうか。国民のプライバシーに関わ

るこのような重大事を政府は国民に対して

説明しているのでしょうか。十分な説明も

なくこのような制度を導入することは許さ

れないと考えます。

　最後に、このような制度の入口となった

マイナ保険証と基盤となるオンライン資格

確認システムの利用・運用に関しても見直

す必要があるのではないでしょうか。

（よしだ・あきら＝練馬区）
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